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議案第22号   

   令和５年度武蔵野市一般会計予算 

令和５年度武蔵野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,922,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、3,000,000千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により、歳出予算におけ

る同一款内での各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に

計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

とする。 

  令和５年２月20日提出 

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  
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第２表　債務負担行為

千円

30,220

102,450

100,876

572,088

29,640

112,846

8,196,470

34,960

9,092

第３表　地方債

起　債　の　目　的 限 度 額

千円

中学校改築事業 630,000

合           計 630,000

高齢者総合センター・障害者福祉セン
ター仮設施設賃貸借

令和５年度から
令和10年度まで

吉祥寺シアター音響設備等改修工事 令和６年度

武蔵野公会堂改修等基本設計業務 令和６年度

吉祥寺シアター空調設備更新工事 令和６年度

事              項 期　　間  限      度      額

保健センター増築及び複合施設整備実
施設計業務

令和６年度

消防団第２分団仮設施設賃貸借
令和６年度から
令和７年度まで

障害者福祉センター改築基本・実施設
計業務

令和６年度から
令和７年度まで

武蔵野クリーンセンター運営事業
令和６年度から
令和18年度まで

学校給食配送用車両購入
令和５年度から
令和６年度まで

証書借入れ
又は証券発
行

5.0パーセント
以内

借入れの時から据置期間を含
め、25年以内の償還とする。
ただし、財政その他の都合に
より、据置期間及び償還年限
を短縮し、若しくは繰上償還
し、又は低利に借り換えるこ
とができる。その他償還につ
いては、借入先の融資条件に
従う｡

武蔵野市土地開発公社の公共用地先行
取得事業

令和５年度から
令和14年度まで

武蔵野市土地開発公社が取得した用地等
の買取りに要する額

起債の
方  法

利　　率 償　還　の　方　法
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議案第23号   

   令和５年度武蔵野市国民健康保険事業会計予算 

令和５年度武蔵野市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,890,176千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条  地方自治法（昭和22年法律第 67号）第 220条第２項ただし書の規定

により、歳出予算における同一款内での各項の経費の金額を流用すること

ができる場合は、保険給付費の各項に係る予算額に過不足を生じた場合と

する。 

  令和５年２月20日提出 

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  
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議案第24号   

   令和５年度武蔵野市後期高齢者医療会計予算 

令和５年度武蔵野市の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,254,973 千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

  令和５年２月20日提出 

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  
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議案第25号   

   令和５年度武蔵野市介護保険事業会計予算 

令和５年度武蔵野市の介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,541,661千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

  令和５年２月20日提出 

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  
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議案第26号   

   令和５年度武蔵野市水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和５年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給水栓数            92,479栓  

(2) 年間総給水量      16,143,931立方メートル 

(3) １日平均給水量         44,109立方メートル 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

            収     入  

 第１款 水道事業収益    3,801,849千円 

  第１項 営業収益     3,719,200千円 

  第２項 営業外収益       82,647千円 

  第３項 特別利益             2千円 

            支     出  

 第１款 水道事業費     3,755,938千円 

  第１項 営業費用     3,664,455千円 

  第２項 営業外費用       90,481千円 

  第３項 特別損失             2千円 

  第４項 予備費           1,000千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額595,112千円は、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 48,627千円並びに減債積立金 11,709千円並

びに過年度分損益勘定留保資金128,969千円及び当年度分損益勘定留保資

金405,807千円で補 するものとする。）。 

            収     入  

 第１款 資本的収入      309,228千円 

  第１項 企業債        253,931千円 

  第２項 固定資産売却代金        1千円  
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  第３項 負担金         55,296千円 

            支     出  

 第１款 資本的支出       904,340千円 

  第１項 建設改良費      612,914千円 

  第２項 企業債償還金     290,426千円 

  第３項 予備費           1,000千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起 債 の

目的 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

建 設 改

良事業 

253,931

千円

証書借入れ又は

証券発行の方法

による。 

起債の時期は令

和 ５ 年 度 と す

る。ただし、そ

の全部又は一部

を翌年度以後に

繰り越し、起債

することができ

る。 

5.0パ ー

セ ン ト

以内 

借入れの時から据置期間

を含め、 40年 以内の償還

とする。ただし、財政そ

の他の都合により、据置

期間及び償還年限を短縮

し 、 若 し く は 繰 上 償 還

し、又は低利に借り換え

ることができる。その他

償還については、借入先

の融資条件に従う。 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業

費用と営業外費用との間における流用と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費

のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費        224,612千円 

(2) 交際費               10千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産購入限度額は、67,093千円と定める。 
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  令和５年２月20日提出 

東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  
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議案第27号   

   令和５年度武蔵野市下水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和５年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 年間有収水量      16,654,759立方メートル 

(2) １日平均有収水量      45,505立方メートル 

(3) 主要な建設改良事業 

  ア  ストックマネジメント推進事業（改築（委託）） 176,363千円  

  イ  ストックマネジメント推進事業（改築（工事）） 152,557千円  

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

            収     入  

 第１款 下水道事業収益    2,892,942千円  

  第１項 営業収益      2,306,657千円  

  第２項 営業外収益       586,283千円  

  第３項 特別利益              2千円  

            支     出  

 第１款 下水道事業費用    2,834,325千円  

  第１項 営業費用      2,661,675千円  

  第２項 営業外費用       170,649千円  

  第３項 特別損失              1千円  

  第４項 予備費            2,000千円  

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額420,594千円は、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額 26,407千円並びに過年度分損益勘定留保資

金 203,262千円及び当年度分損益勘定留保資金 190,925千円で補  するも

のとする。）。 

            収     入  

 第１款 資本的収入      632,189千円 
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  第１項 企業債        376,000千円 

  第２項 出資金         23,905千円 

  第３項 補助金         55,650千円 

  第４項 負担金等      176,633千円 

  第５項 固定資産売却代金        1千円 

            支     出  

 第１款 資本的支出     1,052,783千円 

  第１項 建設改良費      682,537千円 

   第２項 固定資産購入費           0千円 

  第３項 企業債償還金     349,246千円 

  第４項 基金積立金       20,000千円 

  第５項 予備費           1,000千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起 債 の

目的 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

下 水 道

事業 

376,000

千円

証書借入れ又は

証券発行の方法

による。 

起債の時期は令

和 ５ 年 度 と す

る。ただし、そ

の全部又は一部

を翌年度以後に

繰り越し、起債

することができ

る。 

5.0パ ー

セ ン ト

以内 

借 入れの時から据置期間

を含め、 40年 以内の償還

とする。ただし、財政そ

の他の都合により、据置

期間及び償還期間を短縮

し 、 若 し く は 繰 上 償 還

し、又は低利に借り換え

ることができる。その他

償還については、借入先

の融資条件に従う。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業

費用と営業外費用との間における流用と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条  職員給与費（ 185,863千円）については、その経費の金額を、それ

以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流
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用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

令和５年２月20日提出

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  

-23-


